
日時： 平成２７年７月１日（水） 午後３時

場所： 恵庭市民会館２階　サークル研修室

１．開　会

２．挨　拶

３．委員自己紹介

４．部会長及び副部会長の選任

５．報告事項

（１）平成２６年度 高齢者福祉・介護保険事業の実施状況について

（２）平成２７年度 介護保険事業の見込みについて

（３）第６期計画に基づく各事業の進捗状況について

（４）その他

６．閉  会

平成２７年度（第１回）

恵庭市社会福祉審議会 高齢者福祉・介護保険専門部会

《 次 第 》





報告事項（１）

平成２６年度 高齢者福祉・介護保険事業の実施状況について
１．各日常生活圏域の状況

【 日常生活圏域の区域とは 】

平成27年3月31日現在　

第１号被保険者　　

平成27年3月31日現在　

要支援者

要介護者

第１号被保険者　

平成27年3月分　

居宅サービス

特定施設入居者生活介護以外

特定施設入居者生活介護

地域密着型サービス

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護

地域密着型介護老人福祉施設

定期巡回・随時対応型ｻｰﾋﾞｽ

施設サービス

認定率

計 40人 912人

ひがし地域包括
支援センター

前期高齢者
（65～74歳）

後期高齢者
（75歳～）

漁川右岸地区

高齢者数
（高齢化率）

みなみ地域包括
支援センター

きた地域包括
支援センター

2,506人 18.2% 2,077人 21.6%

21,240人

10,140人 47.7%

11,100人

漁川左岸地区 島松・恵み野地区日常生活圏域

担　当

2,654人 26.5%

2,908人 28.7%

3,506人

漁川右岸地区

31.6%

7,491人 22.3%

9,440人 26.7%

5,786人 6,414人20.7%

3,280人

30.2%

漁川左岸地区

人 口
27,995人

10,030人

人数

女性

人数

51.0%

4,731人 24.1%

島松・恵み野地区日常生活圏域

計

合計

男性

女性

13,770人

14,225人 50.8%

49.2%

52.3%

19,663人

9,633人 49.0%

68,898人

33,543人 48.7%

35,355人 51.3%

16,931人 24.6%

23.1%

男性

男性

男性

10.8%
1,374人 10.0%

1,654人 11.6%

2,758人 9.9%
1,132人 8.2%

2,504人

934人

12.7%
1,143人

3,028人

1,626人 11.4%

11.9%

1,361人 13.6%

2,227人 11.3%
9.7%

1,293人 12.9%

3,394人 16.0%
1,656人 16.3%

1,738人 15.7%

3,020人 14.2%
1,252人 12.3%

1,768人 15.9%

8,926人 13.0%
4,173人 12.4%

4,753人 13.4%

8,005人

ひがし地域包括
支援センター

みなみ地域包括
支援センター

きた地域包括
支援センター

5人

11.6%
3,318人 9.9%

4,687人 13.3%

計

188人

女性

14人

441人

人数

35人

女性

1人

住所地
特例

4人

52.7%

55.2%

1,476人

1,545人

2,117人

336人

2.5%

42人

236人

69人

684人

8.4%

111人

75.6%

12.0%

0.0% 人

26.1% 285人

100.0% 1,093人

4.0%

1.5%

24.4%

0.0%
12.6% 138人

73.9% 808人

9.2% 101人

2.1% 23人

3.8% 41人

37人

22.9% 173人

100.0% 756人

52.1% 569人

48.7% 532人

3.4% 37人

4.6% 35人

13.1% 99人

77.1% 583人

住所地
特例

日常生活圏域

担　当

利
用
者

54.5% 412人

53.0% 401人

1.5% 11人

100.0% 2,801人

ひがし地域包括
支援センター

島松・恵み野地区漁川左岸地区漁川右岸地区

6.8%
1.2%

9.8%

9.5%

担　当

8人

257人

184人

140人

2.3% 111人

1.3%5人

4人

67人

78人

4人

77人

135人2.3%

1.3%

1.3%

1.2%

380人6.6%

3.3%

3.2%

9.2%

3.0%

193人

175人

187人

532人

6.4% 304人

3.7% 177人

2.7% 127人

9.6%

3.0%

62人

1.4% 65人

1.6% 74人

452人

6.9%

4.0%

2.9%

10.2%

2.9%

2.4% 151人

1.7% 109人

1.5% 96人

1.7% 108人

6.7% 1,130人

3.7% 631人

2.9% 499人

3.1% 517人

2.4% 401人

1.5% 253人

15.8%

756人

16.0%

1,093人

17.0%

2,801人

16.5%

89人

695人

0.0%

217人

計きた地域包括
支援センター

みなみ地域包括
支援センター

72人

1.3% 10人

0.0%

3.8%
1.0%

544人

533人

11人

62人

9人

35人

76.2%

10人

20人

10人

1人

58.4%
59.6%

10人

40人 912人合計 100.0%
9人

31人
未利用者

計

23.8%

介護保険法では、市町村が定める介護保険事業計画において、「その住民が日常生活を営んで
いる地域として、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、介護給付等対象サービスを
提供するための施設整備状況その他の条件を総合的に勘案して定める区域」としています。

要支援２

要支援１

要介護５

要介護４

要介護３

要介護２

要介護１

1.5%

652人 1,671人

253人

1.5% 247人

9.9%

3.0% 83人1人 2.0% 18人 3.6% 27人 3.4%

要支援・要介護認定者数

高 齢 者 数

サービス利用者数
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２．保険給付費の状況

H24 H25 H26 計① H24 H25 H26 計② ②－①

117,458 125,621 118,943 362,022 129,181 132,137 148,869 410,187 48,165

9,778 10,537 13,088 33,403 8,681 10,228 14,763 33,672 269

62,103 69,441 76,780 208,324 51,233 47,225 43,546 142,004 △ 66,320

14,584 17,636 19,467 51,687 11,245 12,155 15,493 38,893 △ 12,794

10,886 12,799 14,712 38,397 7,910 6,536 6,933 21,379 △ 17,018

359,338 391,828 451,504 1,202,670 330,614 369,494 412,274 1,112,382 △ 90,288

185,976 201,114 216,249 603,339 165,952 168,219 163,997 498,168 △ 105,171

72,236 98,530 100,607 271,373 57,557 56,641 59,921 174,119 △ 97,254

23,773 23,773 23,773 71,319 24,493 25,629 27,390 77,512 6,193

56,119 64,987 73,856 194,962 48,539 51,932 59,391 159,862 △ 35,100

福祉用具購入 9,670 10,911 12,240 32,821 5,135 5,420 4,726 15,281 △ 17,540

住宅改修 31,620 36,087 42,047 109,754 22,960 25,711 26,522 75,193 △ 34,561

953,541 1,063,264 1,163,266 3,180,071 863,500 911,327 983,826 2,758,653 △ 421,418

居宅介護支援・介護予防支援 118,059 129,205 136,357 383,621 117,353 122,826 131,782 371,961 △ 11,660

129,238 137,471 145,170 411,879 115,926 130,129 140,694 386,749 △ 25,130

1,200,838 1,329,940 1,444,793 3,975,571 1,096,779 1,164,282 1,256,302 3,517,363 △ 458,208

認知症対応型共同生活介護 392,969 398,928 401,935 1,193,832 379,383 380,410 383,187 1,142,980 △ 50,852

小規模多機能型居宅介護 77,804 80,695 83,689 242,188 61,950 59,824 71,414 193,188 △ 49,000

定期巡回・随時対応サービス - - 58,842 58,842 - - 1,512 1,512 △ 57,330

地域密着型介護老人福祉施設 232,755 248,649 250,757 732,161 210,051 234,071 226,556 670,678 △ 61,483

703,528 728,272 795,223 2,227,023 651,384 674,305 682,669 2,008,358 △ 218,665

308,940 310,668 312,030 931,638 308,453 304,076 314,137 926,666 △ 4,972

514,024 516,902 519,165 1,550,091 535,995 603,078 635,348 1,774,421 224,330

206,707 207,864 208,776 623,347 217,723 242,106 207,248 667,077 43,730

1,029,671 1,035,434 1,039,971 3,105,076 1,062,171 1,149,260 1,156,732 3,368,163 263,087

① 2,934,037 3,093,646 3,279,987 9,307,670 2,810,334 2,987,847 3,095,703 8,893,884 △ 413,786

② 74,231 84,138 95,365 253,734 60,509 65,964 71,645 198,118 △ 55,616

③ 10,366 12,013 13,611 35,990 6,255 8,263 8,748 23,266 △ 12,724

④ 164,382 183,516 213,929 561,827 131,653 142,784 167,177 441,614 △ 120,213

⑤ 3,402 3,815 4,284 11,501 3,170 3,331 3,527 10,028 △ 1,473

3,186,418 3,377,128 3,607,176 10,170,722 3,011,921 3,208,189 3,346,800 9,566,910 △ 603,812

合計

高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費

高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費

特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費

審 査 支 払 手 数 料

保 険 給 付 費 計 （ ① + ② + ③ + ④ + ⑤ ）

小計

特定施設入居者生活介護

計
地
域
密
着
型

サ
ー

ビ
ス

計
施
設サ

ー

ビ
ス

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

介護療養型医療施設

計

居宅療養管理指導

通所介護

通所リハビリテーション

短期入所生活介護

短期入所療養介護

福祉用具貸与

(単位：千円)

サービス種類
（介護＋介護予防）

計画 実績 比較

居
宅
介
護
サ
ー

ビ
ス

訪問介護

訪問入浴介護

訪問看護

訪問リハビリテーション
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H24 H25 H26 計① H24 H25 H26 計② ②－①

人/月 403 433 421 1,257 418 425 434 1,277 20

回/月 69 75 93 237 62 74 106 242 5

回/月 739 826 913 2,478 628 567 533 1,728 △ 750

回/月 195 235 260 690 158 173 221 552 △ 138

人/月 75 88 102 265 60 61 56 177 △ 88

人/月 622 676 768 2,066 601 689 777 2,067 1

人/月 234 256 278 768 214 208 205 627 △ 141

回/月 617 676 781 2,074 605 599 632 1,836 △ 238

回/月 182 182 182 546 189 217 208 614 68

人/月 500 585 670 1,755 483 517 599 1,599 △ 156

人/年 288 318 360 966 209 214 172 595 △ 371

人/年 324 366 426 1,116 233 260 265 758 △ 358

人/月 1,151 1,289 1,401 3,841 1,167 1,200 1,334 3,701 △ 140

人/月 75 79 83 237 66 67 69 202 △ 35

 認知症対応型共同生活介護 人/月 132 134 135 401 132 125 128 385 △ 16

 小規模多機能型居宅介護 人/月 46 48 50 144 38 37 42 117 △ 27

 定期巡回・随時対応サービス 人/月 － － 45 45 － － 2 2 △ 43

 地域密着型介護老人福祉施設 人/月 82 87 87 256 79 83 82 244 △ 12

人/月 106 106 106 318 107 103 104 314 △ 4

人/月 161 161 161 483 169 187 197 553 70

人/月 47 47 47 141 50 54 48 152 11

地
域
密
着

施
設

 介護老人福祉施設

 介護老人保健施設

 介護療養型医療施設

 福祉用具貸与

 福祉用具購入

 住宅改修

 居宅介護支援・介護予防支援

 特定施設入居者生活介護

居
宅
介
護
サ
ー

ビ
ス

 訪問介護

 訪問入浴介護

 訪問看護

 訪問リハビリテーション

 居宅療養管理指導

 通所介護

 通所リハビリテーション

 短期入所生活介護

 短期入所療養介護

３．サービス利用者の状況

サービス種類
（介護＋介護予防）

単
位

計画 実績 比較
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４．平成２６年度 保険給付費等の状況

予算 決算

① ② ②－① ②／①
 訪問介護 124,471,000 148,868,556 24,397,556 119.6

 訪問入浴介護 12,202,000 14,763,430 2,561,430 121.0

 訪問看護 46,656,000 43,546,158 △ 3,109,842 93.3

 訪問リハビリテーション 16,117,000 15,493,383 △ 623,617 96.1

 居宅療養管理指導 8,045,000 6,933,064 △ 1,111,936 86.2

 通所介護 394,256,000 412,274,153 18,018,153 104.6

 通所リハビリテーション 187,331,000 163,997,254 △ 23,333,746 87.5

 短期入所生活介護 79,645,000 59,921,107 △ 19,723,893 75.2

 短期入所療養介護 33,669,000 27,390,375 △ 6,278,625 81.4

 福祉用具貸与 56,321,000 59,390,685 3,069,685 105.5

 福祉用具購入 7,060,000 4,725,501 △ 2,334,499 66.9

 住宅改修 28,133,000 26,522,095 △ 1,610,905 94.3

993,906,000 983,825,761 △ 10,080,239 99.0

 居宅介護支援・介護予防支援 131,741,000 131,782,208 41,208 100.0

 特定施設入居者生活介護 145,277,000 140,694,059 △ 4,582,941 96.8

1,270,924,000 1,256,302,028 △ 14,621,972 98.8

 認知症対応型共同生活介護 406,609,000 383,186,826 △ 23,422,174 94.2

 小規模多機能型居宅介護 60,081,000 71,414,478 11,333,478 118.9

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 48,060,000 1,511,550 △ 46,548,450 3.1

 地域密着型介護老人福祉施設　 257,284,000 226,555,838 △ 30,728,162 88.1

772,034,000 682,668,692 △ 89,365,308 88.4

 介護老人福祉施設　 314,450,000 314,136,522 △ 313,478 99.9

 介護老人保健施設 684,316,000 635,347,657 △ 48,968,343 92.8

 介護療養型医療施設 273,860,000 207,247,731 △ 66,612,269 75.7

1,272,626,000 1,156,731,910 △ 115,894,090 90.9

 高額介護サービス費 69,696,000 71,645,428 1,949,428 102.8

 高額医療合算介護サービス費 13,610,000 8,747,860 △ 4,862,140 64.3

 特定入所者介護サービス費 177,776,000 167,177,040 △ 10,598,960 94.0

 審査支払手数料 3,503,000 3,526,534 23,534 100.7

3,580,169,000 3,346,799,492 △ 233,369,508 93.5 合　計

比較サービス
（介護＋介護予防）

居宅
サービス

居
宅
サ
ー
ビ
ス

小　計

計

地域密着型
サービス

計

施設
サービス

計
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５．平成２６年度 地域支援事業費の状況

単位：円

 対象者把握事業（介護福祉課）
 対象者把握事業（保健課）

計 91,121,000

小　計

△ 180,086

1,959,4888,759,488

63,930,000 64,148,591 218,591

90,120,796 △ 1,000,204 98.9%

99.0%

100.3%

 住宅改修事業

18,016,914

6,800,000
 認知症地域支援普及事業 47,000

25.6%

44,700 △ 2,300 95.1%

 任意事業

 地域福祉事業 18,197,000

128.8%

 介護保険特別対策事業（社会福祉法人利用者負担軽減事業） 1,500,000 1,380,621 △ 119,379

276,566
 介護支援専門員支援事業

1,080,000
110,000 △ 26,400

△ 803,434

76.0%

0 △ 571,000 0.0%

92.0%

83,600

 家族介護者交流事業 93,000 87,697 △ 5,303 94.3%

20,000 △ 17,000 54.1%

 権利擁護事業 164,000 148,434 △ 15,566 90.5%

35,330,571 △ 429 100.0%

 包括的支援事業
  ・任意事業

包括的支援
事業

 地域包括支援センター事業 35,331,000

 介護教室事業 37,000

 成年後見制度利用支援事業 571,000

 短期入所利用者負担額軽減事業

100.0%

小　計 27,191,000 25,972,205 △ 1,218,795 95.5%

 地域介護予防
 活動支援事業

 介護予防地域リーダー支援事業

 認知症地域支援普及事業 12,538,000
126,000 115,410 △ 10,590 91.6%

49,000 48,910 △ 90 99.8%

12,537,020 △ 980

 高齢者相談事業 4,941,000 4,897,958 △ 43,042 99.1%

371,000
 老人健康ハイキング事業 628,000 196,992 △ 431,008 31.4%

1,178,000 1,217,793 39,793 103.4%

371,000 0 100.0%

4,954,000 4,512,104 △ 441,896 91.1%

164,000 144,367 △ 19,633 88.0%

90,000 43,266 △ 46,734 48.1%

74,000 0 △ 74,000 0.0%

 生活管理指導短期入所事業 46,000 0 △ 46,000 0.0%

1,675,000 1,568,457 △ 106,543 93.6%

357,000 318,928 △ 38,072 89.3%

 介護予防事業

 二次予防
事業

 通所型
 介護予防事業

 通所型介護予防事業

 生活管理指導員派遣事業

 一次予防
事業

 介護予防
 普及啓発事業

 高齢者健康づくり支援事業

 啓発パンフ作成事業

 地域支えあい・健康づくり事業

事  　　　 業

 二次予防事業
 対象者把握事業

 老人福祉スポーツ大会事業

 訪問型
 介護予防事業

 訪問指導事業

予算 決算 比較

① ② ②－① ②／①
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６．平成 26 年度 地域支援事業 介護予防事業等の状況（一部抜粋） 

１）介護予防事業の状況（保健課分） 

事業 保健課事業 予算（人・回） 決算（人・回） 比較（人・回）

一次予防

事業

介護予防普及

啓発事業
高齢者健康づくり支援事業

介護予防講演会 155 人・3 回 170 人・3 回 15 人・0 回

老人クラブ健康教育 1,400 人・42 回 1,033 人・32 回 △367 人・△10 回

言語嚥下相談 実 3 人・1 回 実 3 人・2 回 0 人・1 回

バランスアップ教室 実 60 人・3 回 実 33 人・3 回 △27 人・0 回

ますます元気教室 実 40 人・2 回 実 34 人・2 回 △6 人・0 回

地域介護予防

活動支援事業

介護予防地域リーダー支援事業 いきいき百歳体操サポーター養成 実 50 人・16 回 実 45 人・18 回 △5 人・2 回

地域支え合い・地域づくり事業 いきいき百歳体操地域展開支援 200 人・25 回 395 人・29 回 195 人・4 回

二次予防

事業

二次予防事業対象者把握事業
訪問相談活動（75 歳到達） 実 738 人 実 693 人 △45 人

あたまの元気度相談 実 48 人・４回 実 44 人・4 回 △4・0 回

通所型介護予防事業

体力向上トレーニング教室 実 30 人・36 回 実 7 人・36 回 △23 人・0 回

生活機能向上教室 実 24 人・36 回 実 9・36 回 △15 人・0 回

口腔機能向上教室 実 20 人・12 回 実 26 人・12 回 6 人・0 回

訪問型介護予防事業 訪問型介護予防事業 実 9 人 実 0 人 △9 人

２）高齢者の健康診査等事業の状況(65 歳以上) 

①特定健診・健康診査受診状況 資料：国保医療課 

年齢区分 65～69 70～74 合計 75～ 

受診者数 850 人 852 人 1,702 人 950 人

受診率 26.5％ 26.5％ 26.5% 13.4％

②脳ドック受診状況 資料：国保医療課 

後期高齢者医療

制度対象者分

受診者数 246 人

③がん検診受診状況 資料：保健課 

胃がん 大腸がん 肺がん 乳がん 子宮がん

受診者数 1,306 人 1,451 人 1,421 人 277 人 256 人

受診率 11.2％ 12.4％ 12.2％ 4.3％ 3.9％
発見がん 4 人 4 人 4 人 1 人 0 人

④肝炎ウィルス検査受診状況 資料：保健課 

肝炎ウィルス検査

受診者数※ 349 人

※65 歳 70 歳

⑤予防接種 接種状況 資料：保健課 

高齢者肺炎球菌

ワクチン※

高齢者等

インフルエンザ

受診者数 2,284 人 7,779 人

受診率 62.2％ 45.9％
     ※65 歳から 5 歳ごと．生涯 1 回（定期接種）
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報告事項（２）
平成２７年度 介護保険事業の見込みについて

１．介護保険特別会計保険給付費等

人数(回数) 金額 人数(回数) 金額 人数(回数) 金額 人数(回数) 金額

人（回） (千円) 人（回） (千円) 人（回） (千円) （％） （％）

 訪問介護 人／月 585 216,259 421 124,471 164 91,788 139.0% 173.7%

 訪問入浴介護 回／月 146 29,595 93 12,202 53 17,393 157.0% 242.5%

 訪問看護 回／月 873 58,227 913 46,656 △ 40 11,571 95.6% 124.8%

 訪問リハビリテーション 回／月 534 18,040 260 16,117 274 1,923 205.4% 111.9%

 居宅療養管理指導 人／月 48 5,765 102 8,045 △ 54 △ 2,280 47.1% 71.7%

 通所介護 人／月 1,046 492,585 768 394,256 278 98,329 136.2% 124.9%

 通所リハビリテーション 人／月 277 222,831 278 187,331 △ 1 35,500 99.6% 119.0%

 短期入所生活介護 回／月 1,304 79,765 781 79,645 523 120 167.0% 100.2%

 短期入所療養介護 回／月 261 39,093 182 33,669 79 5,424 143.4% 116.1%

 福祉用具貸与 人／月 729 66,842 670 56,321 59 10,521 108.8% 118.7%

 福祉用具購入 人／年 176 7,279 360 7,060 △ 184 219 48.9% 103.1%

 住宅改修 人／年 348 36,260 426 28,133 △ 78 8,127 81.7% 128.9%

－ 1,272,541 － 993,906 － 278,635 － 128.0%

人／月 1,545 146,788 1,401 131,741 144 15,047 110.3% 111.4%

 特定施設入居者生活介護 人／月 83 171,316 83 145,277 0 26,039 100.0% 117.9%

－ 1,590,645 － 1,270,924 － 319,721 － 125.2%

 認知症対応型共同生活介護 人／月 136 387,867 135 406,609 1 △ 18,742 100.7% 95.4%

 小規模多機能型居宅介護 人／月 57 85,278 50 60,081 7 25,197 114.0% 141.9%

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 人／月 12 15,223 45 48,060 △ 33 △ 32,837 26.7% 31.7%

 地域密着型介護老人福祉施設　 人／月 86 239,021 87 257,284 △ 1 △ 18,263 98.9% 92.9%

291 727,389 317 772,034 △ 26 △ 44,645 91.8% 94.2%

 介護老人福祉施設　 人／月 105 317,667 105 314,450 0 3,217 100.0% 101.0%

 介護老人保健施設 人／月 198 634,902 208 684,316 △ 10 △ 49,414 95.2% 92.8%

 介護療養型医療施設 人／月 53 230,624 60 273,860 △ 7 △ 43,236 88.3% 84.2%

356 1,183,193 373 1,272,626 △ 17 △ 89,433 95.4% 93.0%

 高額介護サービス費 － 171,837 － 177,776 － △ 5,939 － 96.7%

 高額医療合算介護サービス費 － 77,665 － 69,696 － 7,969 － 111.4%

 特定入所者介護サービス費 － 20,327 － 13,610 － 6,717 － 149.4%

 審査支払手数料 － 3,580 － 3,503 － 77 － 102.2%

－ 3,774,636 － 3,580,169 － 194,467 － 105.4% 合　計

計

計

計

居宅
サービス

施設
サービス

小　計

地域密着型
サービス

サービス
（介護＋介護予防）

 居宅介護支援・介護予防支援

単位

予　　　算 比　　較

H27① H26② ①－② ①／②
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H27① H26② ①－② ①／②
1,670 1,675 △ 5 99.7%

46 46 0 100.0%

90 90 0 100.0%

147 74 73 198.6%

 対象者把握事業（介護福祉課） 160 164 △ 4 97.6%

 対象者把握事業（保健課） 4,984 4,954 30 100.6%

357 357 0 100.0%

1,617 1,178 439 137.3%

1,164 628 536 185.4%

416 371 45 112.1%

4,959 4,941 18 100.4%

49 49 0 100.0%

126 126 0 100.0%

12,538 12,538 0 100.0%

1,672 0 1,672 -

29,995 27,191 2,804 110.3%

35,332 35,331 1 100.0%

267 164 103 162.8%

36 37 △ 1 97.3%

93 93 0 100.0%

567 571 △ 4 99.3%

132 110 22 120.0%

300 1,080 △ 780 27.8%

1,800 1,500 300 120.0%

10,340 6,800 3,540 152.1%

64 47 17 136.2%

※ 0 －

※ 0 －

※ 0 －

18,197 18,197 18,197 －

0 －

67,128 63,930 3,198 105.0%

計 97,123 91,121 6,002 106.6%
　※は、地域福祉事業の移管による

 介護給付費適正化事業

 任意事業

 地域支えあい・健康づくり事業

 包括的支援事業
  ・任意事業

 介護支援専門員支援事業

 権利擁護事業

 二次予防事業

 通所型介護予防事業

 介護予防地域リーダー支援事業

 介護予防
 普及啓発事業

 高齢者相談事業

 老人健康ハイキング事業

 高齢者健康づくり支援事業

 介護教室事業

２．地域支援事業

小　計

事  　　　 業

包括的支援事業

 通所型
 介護予防事業

 地域包括支援センター事業

 介護予防事業

 生活管理指導短期入所事業

 訪問型
 介護予防事業

 訪問指導事業

 短期入所利用者負担額軽減事業

小　計

比較

 配食サービス事業

 訪問サービス事業

 地域福祉事業

 住宅改修事業（市上乗せ分）

 認知症地域支援普及事業

 介護保険特別対策事業 （社会福祉法人利用者負担軽減事業）

 家族介護用品支給事業

 家族介護者交流事業

 成年後見制度利用支援事業

予算

 認知症地域支援普及事業

 地域介護予防
 活動支援事業

 一次予防事業

総合事業費精算金  総合事業精算

 二次予防事業
 対象者把握事業

 啓発パンフ作成事業

 老人福祉スポーツ大会事業

 生活管理指導員派遣事業
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2015/6/23

1

日常生活圏域の見直し

見直しの背景

•高齢者人口の増加
•日常生活圏域間の高齢者人口にバラツキ

•地域包括支援センターの事業の人員及び運営に関する基準を定め
る条例
職員及び員数に関する基準

日常生活圏域（高齢者人口3,000人以上6,000人未満）ごとに、地域包括支
援センターを1ヶ所設置

11
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2

見直しの考え方

•地理的条件や地域の社会資源、これまでの地域活動等を勘案し、
現在の圏域を尊重。

•地域包括支援センターの事業の人員及び運営に関する基準を定め
る条例による、職員及び人員に関する基準を勘案する。

日常生活圏域を3圏域から4圏域

12
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新圏域A 圏域高齢化率　31.4％

計 前期高齢者 後期高齢者
林田 1 16 21 11 10 38
島松沢 0 7 7 3 4 14
島松寿町 145 878 619 147 472 1,642
島松仲町 48 358 250 99 151 656
島松東町 123 658 415 203 212 1,196
島松本町 294 1,367 693 344 349 2,354
島松旭町 184 847 339 190 149 1,370
西島松 53 448 168 87 81 669
南島松 10 111 120 31 89 241
中島松 12 88 62 30 32 162
下島松 20 153 134 56 78 307
穂栄 9 37 56 24 32 102
北島 15 46 32 7 25 93
北柏木町 152 890 353 206 147 1,395
柏陽町 454 1,624 868 487 381 2,946

計 1,520 7,528 4,137 1,925 2,212 13,185

新圏域B 圏域高齢化率　26.5％

計 前期高齢者 後期高齢者
恵み野東 478 2,282 745 440 305 3,505
恵み野南 217 1,137 827 529 298 2,181
恵み野西 240 1,503 1,162 618 544 2,905
恵み野北 377 2,284 783 462 321 3,444
恵み野里美 118 203 40 15 25 361
中島町 446 2,408 658 400 258 3,512

計 1,876 9,817 4,215 2,464 1,751 15,908

新圏域C 圏域高齢化率　24.1％
町名 年少人口 労働人口 老齢人口 総人口

計 前期高齢者 後期高齢者
有明町 275 1,282 647 326 321 2,204
大町 104 462 242 130 112 808
文京町 292 1,156 431 234 197 1,879
牧場 25 175 99 44 55 299
盤尻 3 7 7 5 2 17
桜森 0 0 0 0 0 0
恵央町 94 375 256 127 129 725
幸町 87 614 340 161 179 1,041
柏木町 295 1,618 630 299 331 2,543
美咲町 411 1,635 239 114 125 2,285
桜町 207 815 363 185 178 1,385
駒場町 268 1,347 579 328 251 2,194
白樺町 177 987 254 144 110 1,418
恵南 49 554 147 90 57 750

計 2,287 11,027 4,234 2,187 2,047 17,548

新圏域D 圏域高齢化率　20.1％

計 前期高齢者 後期高齢者
漁太 9 85 64 29 35 158
春日 8 65 60 11 49 133
中央 33 124 68 27 41 225
上山口 16 108 80 36 44 204
戸磯 11 93 50 24 26 154
和光町 483 1,848 593 337 256 2,924
黄金北 345 1,824 510 297 213 2,679
黄金南 1,310 2,951 484 196 288 4,745
黄金中央 246 1,227 282 148 134 1,755
相生町 188 1,246 389 208 181 1,823
緑町 106 509 235 145 90 850
住吉町 249 1,125 377 198 179 1,751
末広町 88 380 145 61 84 613
栄恵町 11 115 59 27 32 185
泉町 41 410 145 77 68 596
京町 16 113 30 18 12 159
漁町 140 649 285 167 118 1,074
福住町 260 967 482 208 274 1,709
新町 8 48 19 9 10 75
本町 56 295 135 50 85 486

計 3,624 14,182 4,492 2,273 2,219 22,298

町名 年少人口 労働人口
老齢人口

総人口

町名 年少人口 労働人口
老齢人口

総人口

町名 年少人口 労働人口
老齢人口

総人口

日常生活圏域見直し案
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ひがし包括担当地域　(漁川右岸地区） 圏域高齢化率　20.8％

計 前期高齢者 後期高齢者
漁太 9 85 64 29 35 158
春日 8 65 60 11 49 133
中央 33 124 68 27 41 225
上山口 16 108 80 36 44 204
戸磯 11 93 50 24 26 154
恵南 49 554 147 90 57 750
和光町 483 1,848 593 337 256 2,924
駒場町 268 1,347 579 328 251 2,194
白樺町 177 987 254 144 110 1,418
黄金北 345 1,824 510 297 213 2,679
黄金南 1,310 2,951 484 196 288 4,745
黄金中央 246 1,227 282 148 134 1,755
相生町 188 1,246 389 208 181 1,823
緑町 106 509 235 145 90 850
住吉町 249 1,125 377 198 179 1,751
末広町 88 380 145 61 84 613
栄恵町 11 115 59 27 32 185
泉町 41 410 145 77 68 596
桜町 207 815 363 185 178 1,385
京町 16 113 30 18 12 159
漁町 140 649 285 167 118 1,074
福住町 260 967 482 208 274 1,709
新町 8 48 19 9 10 75
本町 56 295 135 50 85 486

計 4,325 17,885 5,835 3,020 2,815 28,045

みなみ包括担当地域　（漁川左岸地区） 圏域高齢化率　24.3％

町名 年少人口 労働人口 老齢人口 総人口
計 前期高齢者 後期高齢者

有明町 275 1,282 647 326 321 2,204
大町 104 462 242 130 112 808
文京町 292 1,156 431 234 197 1,879
牧場 25 175 99 44 55 299
盤尻 3 7 7 5 2 17
桜森 0 0 0 0 0 0
中島町 446 2,408 658 400 258 3,512
恵央町 94 375 256 127 129 725
幸町 87 614 340 161 179 1,041
柏陽町 454 1,624 868 487 381 2,946
柏木町 295 1,618 630 299 331 2,543
北柏木町 152 890 353 206 147 1,395
美咲町 411 1,635 239 114 125 2,285

計 2,638 12,246 4,770 2,533 2,237 19,654

きた包括担当地域　（島松･恵み野地区） 圏域高齢化率　30.5％

計 前期高齢者 後期高齢者
林田 1 16 21 11 10 38
島松沢 0 7 7 3 4 14
恵み野東 478 2,282 745 440 305 3,505
恵み野南 217 1,137 827 529 298 2,181
恵み野西 240 1,503 1,162 618 544 2,905
恵み野北 377 2,284 783 462 321 3,444
恵み野里美 118 203 40 15 25 361
島松寿町 145 878 619 147 472 1,642
島松仲町 48 358 250 99 151 656
島松東町 123 658 415 203 212 1,196
島松本町 294 1,367 693 344 349 2,354
島松旭町 184 847 339 190 149 1,370
西島松 53 448 168 87 81 669
南島松 10 111 120 31 89 241
中島松 12 88 62 30 32 162
下島松 20 153 134 56 78 307
穂栄 9 37 56 24 32 102
北島 15 46 32 7 25 93

計 2,344 12,423 6,473 3,296 3,177 21,240

町名 年少人口 労働人口
老齢人口

総人口

町名 年少人口 労働人口
老齢人口

総人口

日常生活圏域の現状
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1

（仮称）恵庭市成年後見センター
設立について

（仮称）恵庭市成年後見センター設立検討に至る経緯

•老人福祉法
•精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
•知的障害者福祉法

市町村は、後見、保佐及び補助の業務を適正に行うことができる人材の育
成及び活用を図るために必要な措置を講ずよう努めるものとする。

•道内先進地2箇所視察
小樽･北後志成年後見センター 美唄市社会福祉協議会

•市民後見人養成研修実施（北海道と共催）
Ｈ26.10～11 6日間実施 18名修了
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2

（仮称）恵庭市成年後見センター設立について

• 平成28年度中に設立予定
平成27年4月設立準備検討委員会を組織

◎委員長 ○副委員長 事務局 障がい福祉課 介護福祉課

社会福祉協議会役員 ◎鏡 貢

日常生活自立支援事業生活支援員 村山 勝子

市民後見人養成研修修了者 葛西 一夫

法律関係者 森田 祐一（弁護士）

法律関係者 松本 史典（行政書士）

医療関係者 ○橋本 清孝（精神保健福祉士）

地域包括支援センター（たよれーる） 池田 孝志（社会福祉士）

障がい者総合相談支援センター（ｅふらっと） 中川 広大（相談支援専門員）

社会福祉協議会日自担当 長政 亨

設立に向けたスケジュール

• 5月29日 第1回（仮称）恵庭市成年後見センター設立準備検討委員会
• 6月18～19日 先進地視察（品川成年後見センター、新宿区成年後見センター、

清瀬市地域包括ケア推進課、きよせ権利擁護センター）

• 7月1日 社会福祉審議会高齢者福祉･介護保険専門部会に報告

• 7月下旬 第2回（仮称）恵庭市成年後見センター設立準備検討委員会
• 10月 第3回（仮称）恵庭市成年後見センター設立準備検討委員会
• 11月 予算要求

社会福祉審議会高齢者福祉･介護保険専門部会に報告

• 1月 第4回（仮称）恵庭市成年後見センター設立準備検討委員会
• 2月 厚生消防常任委員会に報告
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3

成年後見センターのイメージ（案）

事務局
・センター長
・専門員

生活支援員
（日常生活自立支援事業）

市民後見人
（法人後見事業）

成年後見センター

運営委員会
（事業運営）

審査委員会
（審査、困難事例）

家族、民生児童委員近隣
住民、ケアマネージャー、
行政職員、関係機関職員
他

利用者

家庭裁判所

恵庭市

連携･調整

委託･連携

成年後見センターの役割

相談対応

・本人、家族、関係者からの相談

・対応方針等の検討

法人後見

・担当支援員（市民後見人）の選定

・財産管理

・身上監護

市民後見人養成等

・養成研修

・フォローアップ研修

・成年後見制度普及啓発

日常生活自立支援事業

・担当支援員（生活支援員）の選定

・福祉サービスの利用援助

・金銭管理の援助
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　※ケアパス作成、初期集中チーム、
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2015/6/23

1

恵庭市包括ケア会議
専門部会設置について

恵庭市包括ケア会議専門部会設置に至る経緯

•介護保険法第115条の45第2項
•第6期恵庭市高齢者保健福祉･介護保険事業計画

• 基本目標 地域の実情に応じた地域包括ケアシステムの構築

• 重点施策 地域包括ケアシステムの構築
＜施策メニュー＞

1. 在宅医療･介護連携の推進
2. 認知症施策の推進
3. 生活支援･介護サービスの基盤整備の推進
4. 高齢者の居住安定に係る施策との連携

恵庭市包括ケア会議設置運営要綱第4条の規定に基づき専門部会
を設置

19

報告事項（３）－３



2015/6/23

2

在宅医療・介護連携の推進

•地域の医療･介護の資源の把握
•在宅医療･介護連携の課題と抽出の対応策の検討
•切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築推進
•医療･介護関係者の情報共有の支援
•在宅医療･介護関係者に関する相談支援
•医療･介護関係者の研修
•地域住民への普及啓発
•在宅医療･介護連携に関する関係市区町村の連携

在宅医療･介護連携推進に係る専門部会

•恵庭市医師会
•恵庭市歯科医師会
•恵庭市医療と介護サービス連絡協議会
•訪問看護ステーション
•北海道リハビリテーション３団体連絡協議会
•地域包括支援センター

20

報告事項（３）－３



2015/6/23

3

認知症施策の推進

•医療・介護等の連携による認知症の方への支援
• 認知症初期集中支援チームの設置
• 認知症地域支援推進員の設置
• 認知症ケアパスの作成

•認知症高齢者等にやさしい地域づくり
• 認知症サポーター養成講座

認知症施策の推進に係る専門部会

•精神科医療機関
•認知症サポート会
•恵庭市介護支援専門員連絡協議会
•地域包括支援センター

21

報告事項（３）－３



2015/6/23

4

生活支援体制整備事業

•生活支援コーディネーターの配置
• 第1層～市町村区域で、主に資源開発中心
• 第2層～日常生活圏域で、第１層の機能の下で具体的な活動を展開

•協議体の設置
• 多様な関係主体間の定期的な情報共有及び連携・協働による取組を推進

生活支援体制整備に係る専門部会

•恵庭市社会福祉協議会
•恵庭市地域包括支援センター

22
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（年2回程度開催）

（年2回程度開催）

　　部会 　※包括、社協、市、

　※生活支援コーディネーターの

(年3～4回程度開催） 　　設置等

　※包括、医師会、歯医師会、市、

　　医介連協会、市、訪看、リハ職

　  部会 (年3～4回程度開催） 　※研修等8事業の実施

　※包括、市、精神医療、認サポ、

　　部会 　　介支専連協議会、

(年3～4回程度開催） 　※ケアパス作成、初期集中チーム、

  　部会全体会議 　　地域支援推進員配置等

（年2回程度開催） 　　

　※各部会の職種で構成する

　※医療・介護・予防・生活支援等

　　が包括的に確保されるよう体制

(必要に応じ開催） 　　の構築

連絡調整 連絡調整

（随時開催） （随時開催） （随時開催）

※個別事例の検討は、 ※個別事例の検討は、 ※個別事例の検討は、

　必要に応じて実施。 　必要に応じて実施。 　必要に応じて実施。

（年間2～3事例） （年間2～3事例） （年間2～3事例）

「地域ケア会議」を活用した個別課題解消から「地域包括ケアシステム」実現までのイメージ（案）

恵 庭 市 社 会 福 祉 審 議 会

恵庭市社会福祉審議会

高齢者福祉・介護保険専門部会

恵庭市包括ケア会議

生活支援体制整備事業

在宅医療・介護連携推進事業

認知症施策推進事業

地 域 ケ ア 会 議

たよれーる

（みなみ）

たよれーる

（ひがし）
たよれーる

（きた）

個別ケア会議 個別ケア会議 個別ケア会議

必

要

に

応

じ

て

関

係

す

る

職

員

で

構

成
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　※ケアパス作成、初期集中チーム、
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報告事項（３）－４
１．恵庭市介護支援ボランティアポイント制度について

（１）恵庭市介護支援ボランティアポイント事業の方針について

（２）制度設計について

（３）Ｈ２７年度のスケジュールについて

（１）恵庭市介護支援ボランティアポイント事業の方針について

◆ボランティアポイント事業から生活支援・介護予防の基盤整備事業へリフトアップ
　▼Ｈ２８年度
　　　介護事業所等を受入先としたボランティアポイント事業スタート

　　　　⇒社会福祉協議会を事業委託先として検討
　▼Ｈ２９年度
　　　介護事業所等でのボランティアに地域住民へのボランティアを追加しサービス拡充

　　　　⇒市内全域に係る業務（第１層）は社会福祉協議会に委託

　　　　　　業務：登録事業者等のネットワーク構築、ボランティア養成、活動の場の確保

　　　　⇒市内各生活圏域での業務（第２層）は地域包括支援センターに委託

　　　　　　業務：各エリアでのボランティアポイント事業業務

　　　　　　　　　   ＋担い手養成、サービスの開発等の資源開発、地域ネットワーク構築

◆Ｈ２９年度より『生活支援・介護予防の基盤整備に向けた取組』開始検討

（２）制度設計について

◆目的

◆事業の法的根拠
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４４第１項第２号に規定する介護予防事業。

◆対象者
（１）市内居住の恵庭市介護保険第１号被保険者。

（２）介護保険法に基づく要介護認定を受けていない高齢者。※要支援者は対象。

◆実施の流れ
恵庭市が恵庭市社会福祉協議会（以下社協）に委託して実施。
　　①対象者は社協が実施するボランティア研修を受講。（年に４回程度）

　　②対象者は社協に申請し登録。受入施設・事業所は受入可能な活動内容や人数を申請し登録。

　　③社協は高齢者ボランティアポイント手帳を発行（有効期間：登録日～登録年の１２月末）。

　　④対象者は登録済の受入先リストからボランティア先を選択。

　　⑤社協は対象者と受入先をコーディネートし日程等を調整。

　　⑥対象者はボランティア実施、受入先は手帳に押印（１時間１Ｐ押印、1日に２Ｐまで）。

　　⑦対象者は手帳及び換金申請を社協に提出（１～２月）。繰越も可能（ただし、限度あり）。

　　⑧恵庭市から換金決定通知を行い、口座に換金分振込み（３月）。　　※介護保険料未納、滞納者は換金不可。

高齢者が介護支援ボランティア活動を通じて社会参加・社会的役割を持つことが生きがいや介護予防につなげ
る。また、要介護・要支援高齢者に対する主体的な地域支え合い活動を育成支援する。

恵庭市はＨ２９年度より予防給付（訪問介護、通所介護）を地域支援事業に移行する。これによりＮＰ
Ｏ、民間企業、住民ボランティア等々によるサービスの提供が可能となる。恵庭市では『生活支援・介護
予防の基盤整備に向けた取組』として、ボランティア養成・地域資源発掘などの活動やそのネットワーク
化などを行い生活支援コーディネーターを配置するなど、地域支援事業サービスの拡充を検討している。
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⑤受け入れ先とのｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ

⑥ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動

事業委託

②受け入れ先登録

③手帳の発行 ⑥ﾎﾟｲﾝﾄ付与
・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの登録 ⑤日程調整
・受入先とのｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ
・換金申請受付

①研修を受講
②、④登録申請
⑦換金申請

◆ボランティア活動例

◆Ｈ２８年度実施計画
　・登録研修会開催数     　 4回
　・登録者数　　　      　100人
　・活動実人数             55人
　・活動延人数　        　665人
※苫小牧市事業初年度（Ｈ２４）実績をベースに算出

（３）Ｈ２７年度のスケジュールについて

会議・打合せ等 予算・議会関係
第1回 社協打合せ（8日）
千歳市視察（3日）、苫小牧市視察（8日）
第2回 社協打合せ（16日） 第2回　定例会
第1回 専門部会（1日） H28政策的事業予算要望
第3回 社協打合せ

受け入れ施設への需要調査 第3回　定例会

H28予算要求
受け入れ先への事業案内・説明① 常任委員会
第2回 専門部会、受け入れ先への事業案内・説明② 第4回　定例会
受け入れ先への事業案内・説明③
受け入れ先登録

H28第1回　定例会
事業開始

H28. 1月

7月
8月
9月
10月
11月
12月

4月

恵庭市介護支援ボランティアポイント制度事業の実施スキーム案

保険者（恵庭）

地域支援事業（介護予防事業）

①囲碁・将棋などの趣味活動の相手、②入所者・利用者の話し相手、③入所者・利用者に対する芸能等の披
露、④レクリエーション補助、⑤食事介助の補助（お茶出し、配膳、下膳等）、⑥散歩の付添い、⑦施設行事
の手伝い、⑧施設内外環境整備（花壇整備、草刈り等）、⑨その他
※千歳市の活動内容を参考

6月
5月

管理機関（社会福祉協議会）

介護支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの
受入施設等

介護支援
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

⑧換金決定
　換金振込

2月
3月

H27. 4月
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報告事項（３）-５
定期巡回・随時対応型訪問介護看護の再開について
（１）第６期高齢者保健福祉・介護保険事業計画の位置づけと現状
（２）地域ニーズ、将来性等を再度把握
（３）再指定にむけて

（１）第６期高齢者保健福祉・介護保険事業計画の位置づけと現状

　　　　◆第６期高齢者保健福祉・介護保険事業計画の位置づけ

　　　　◆現状

（２）地域ニーズ、将来性等を再度把握

　　　　◆先進地視察・ニーズ調査を実施

　　　　◆将来性等の把握

（３）再指定にむけて

　　　　◆事業者説明会開催、公募実施

　定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、在宅で介護を受けている方に対して、日中・夜間を
通じて ひとつの事業所から定期的な巡回訪問介護・訪問看護サービスを行うことができ、訪問
介護と訪問看 護の密接な連携により、短時間の定期的な巡回と随時の対応ができるサービスで
す。
　恵庭市では第５期（平成２６年４月）より１事業所を指定し、第６期においてもサービス量は増加
するものと見込み計画を策定しました。

　平成２７年３月指定事業所が指定廃止（業績不振）となり、４月以降同サービスが提供されてい
ない状況が続いていることから、第６期計画に基づき再度指定事業者を公募・指定し介護保険
サービスの確保に努めます。

　先進地視察により、成功事例モデルとして以下の特徴がみられました。

　・既に居宅介護サービスや小規模多機能型居宅事業等を展開

　　　　→　地域密着の事業展開で相応の知名度を有し、ニーズに応じて各サービスで対応可能

　公募により選定される指定事業者が、指定開始後も安定したサービス提供ができるよう、事前
に事業者説明会を開催します。視察や調査結果を分析し、指定事業者候補となる介護サービス
事業者に提供する予定です。

　・居宅介護支援事業を併営

　　　　→　定期巡回・随時対応型訪問介護看護主体のケアプランをスムーズに作成できる体制

　・訪問介護と訪問看護を一体的に提供する「一体型」

　　　　→　医療ニーズを取り込み、医療と介護の連携の一端を担う

　今後、定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスについてニーズ調査（アンケート実施）を
行い、地域の市場性や将来性の把握に努めます。
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報告事項（３）－６
特定施設入居者生活介護（居宅系）の整備について
（１）第６期高齢者保健福祉・介護保険事業計画の位置づけ
（２）整備する特定施設
（３）指定までの流れと日程

（１）第６期高齢者保健福祉・介護保険事業計画の位置づけ

　　　　◆特定施設入居者生活介護の整備

（２）整備する特定施設

　　　　◆特定施設の類型

　　　　◆整備補助金について

（３）指定までの流れと日程

　　　　◆指定までの流れ

　　　　◆日程

平成２７年  ９月 事業者公募
１０月 書類審査・ヒアリング
１１月 事業者選定・結果通知
１２月 専門部会報告・意見書交付・指定申請

平成２８年　４月 北海道指定・事業開始

　・整備する特定施設サービス

　　　　→　混合型特定施設入居者生活介護（介護保険法第８条第１１項、第７０条第５項）

　特定施設入居者生活介護は、有料老人ホーム、経費老人ホーム等が要支援者、要介護者に
特定施設サービス計画に基づき、入浴・排せつ・食事等の介護や日常生活上の支援を行うサー
ビスです。第６期計画では、今後高齢期の多様な住まいのひとつとして選択肢を広げるため増
床を計画しました。

　・総量規制の対象

　　　　→　推定利用定員＝「定員数の67.5％」以内

　今回整備する特定施設入居者生活介護について、施設建設費用等が発生しましても整
備補助金はありません。

　特定施設入居者生活介護事業者の指定（北海道）を受けるには、市町村からの意見書が必要
です（介護保険法第７０条第６項）。このため意見書を交付する事業者を公募により選定し、市は
選定された事業者に対し意見書を交付します。その後、事業者は特定施設入居者生活介護の
指定申請を行い、書面審査や現地確認等を経て指定決定・事業開始となります。

＜算定割合／介護保険法施行規則第１２６条の５に基づく都道府県が定める割合＞

　・指定権者

　　　　→　都道府県

　・対象者

　　　　→　要支援認定を受けた方、要介護認定を受けた方、自立の方

28



報告事項（３）－７　恵庭市地域密着型サービス事業者の指定（更新）について

１．指定について
　　介護保険法第７８条の２第１項の規定により、地域密着型サービス事業者の指定は、

　市町村が行います。

２．申請法人等の概要

  ２ユニット　１８人定員　　＜市民１７人、札幌市民１人入居）＞

　１ユニット　９人定員

３．指定審査について
　　介護保険法施行規則第１３１条の８、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び

　運営に関する基準を基に審査。

４．他市の入居者の取扱い
現在、１人市外（札幌市）の住民が入居しています。

札幌市と協議を行い、継続入居を了承しています。

５．その他の介護事業所の指定状況について

グループホーム北のくにから

グループホームすずらんの家

グループホームだんらん

グループホームすまいる

グループホーム恵風

ニチイケアセンター恵庭

グループホームのりこハウス

グループホーム花いちもんめ

グループホームだんらんこがね

平成２３年１１月２２日 平成２９年１１月２１日

平成２２年　２月２２日 平成２８年　２月２１日

平成２２年　５月２８日 平成２８年　５月２７日

平成２２年　８月１７日 平成２８年　８月１６日

平成２７年　１月　８日 平成３３年　１月　７日

平成２７年　１月２８日 平成３３年　１月２７日

平成２１年　５月　９日 平成２７年　５月　８日

平成２１年　５月１９日 平成２７年　５月１８日

平成２１年１０月　１日 平成２７年　９月３０日

所在地 　恵庭市和光町４丁目8番１号

サービス

名　　　　称 指　定　年　月　日 指定の有効期間満了日

　恵庭市住吉町２丁目４番１４号

代表者

定員

事
業
者

事業所名 　グループホームすまぃる

所在地

代表者

事
業
者

法人名 　すまぃるモダ株式会社

　恵庭市和光町４丁目８番２０号

　代表取締役　茂田　征弘

法人名 　医療法人社団　恵庭南病院

平成27年5月9日

平成33年5月8日

平成33年5月9日

施
設

指 定 年 月 日

指定有効期間満了日

指 定 更 新 年 月 日

  （介護予防）認知症対応型共同生活介護

指 定 年 月 日 平成27年5月19日

指定有効期間満了日 平成33年5月18日

指 定 更 新 年 月 日 平成33年5月19日

所在地

　理事長　島田　道朗

施
設

事業所名 　グループホーム　恵風

所在地 　恵庭市緑町２丁目12番12号

サービス   （介護予防）認知症対応型共同生活介護

定員
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